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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラグイン形回路遮断器の遮断器本体を収納する箱体を取付台から取り外す装置であって
、
前記取付台に回転自在に設けられる取外し操作ハンドルと、
前記取外し操作ハンドルに設けられる前記遮断器本体の裏面と接触自在のプッシュ腕と、
前記取外し操作ハンドルにリンク部材で連結される補助プレートと、
前記補助プレートを前記遮断器本体の取外し方向に案内する溝とを備え、
前記取外し操作ハンドルを一方向に回転したとき、前記プッシュ腕が前記遮断器本体の裏
面を押して取外し途中まで移動させ、続いて逆方向に回転したとき、前記補助プレートが
その補助プレートの端部と係合自在に前記箱体に設けられた窪みの内面を押して前記遮断
器本体をさらに取外し方向に移動させることを特徴とする回路遮断器の取外し装置。
【請求項２】
前記回路遮断器の取外し装置は、前記遮断器本体の取付け状態において前記取外し操作ハ
ンドルを取外し方向に回転させたとき、回転するインターロックレバーをさらに備え、
前記インターロックレバーの一端は前記遮断器の前記開閉接点の開閉に応じて変位する部
材と当接し、その変位する部材は前記遮断器本体の開閉接点が接触した状態において前記
インターロックレバーの回転を阻止し、かつ、前記開閉接点が開離した状態ではその回転
を可能とするものであることを特徴とする請求項1に記載の回路遮断器の取外し装置。
【請求項３】
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前記回路遮断器の電源側および負荷側のそれぞれに対向して設けられた一対の前記回路遮
断器取外し装置であって、
その一方の前記取外し操作ハンドルを一方向に回転操作したとき、他方の前記取外し操作
ハンドルが反対方向に回転付勢されるリンク部材によって互いに連結されていることを特
徴とする請求項1に記載の回路遮断器の取外し装置。
【請求項４】
前記回路遮断器の電源側および負荷側のそれぞれに対向して設けられた一対の前記回路遮
断器取外し装置であって、
その一方の側の前記取外し操作ハンドルを一方向に回転操作したとき、他方の前記取外し
操作ハンドルが反対方向に回転付勢されるリンク部材によって互いに連結され、前記一方
の側は、前記遮断器の取付け状態において、前記取外し操作ハンドルを取外し方向に回転
させたとき回転するインターロックレバーをさらに備え、
そのインターロックレバーの一端は前記遮断器の前記開閉接点の開閉に応じて変位する部
材と当接し、その変位する部材は前記遮断器本体の開閉接点が接触した状態において前記
インターロックレバーの回転を阻止し、かつ、前記開閉接点が開離した状態ではその回転
を可能とするものであることを特徴とする請求項１に記載の回路遮断器の取外し装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、回路遮断器の取外し装置、なかでも主要部品が絶縁箱に収納された遮断器本体
を有するプラグイン形回路遮断器の取外し装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
回路遮断器は、開閉接点やその開閉機構などの主要部品を略直方体の成型絶縁物製の箱体
に収納されて構成される。回路遮断器のなかには、この箱体及び収納された構成部品を含
む遮断器本体とからなるものの他に、これに加えて、配電盤などに固定され、電源装置や
負荷装置に接続される端子を備えた取付台をも含むものがある。このような遮断器本体の
主回路導体と取付台の端子とは、プラグイン式の接触子装置によって、遮断器本体が取り
外されたときは接触子が開離し、取り付けられたときは接触するようにされている。この
ような回路遮断器はプラグイン形回路遮断器と呼ばれている。
【０００３】
図４は、一般的なプラグイン形回路遮断器の例を示す図である。この図には、接触子装置
の部分が示されており、遮断器本体の開閉接点や開閉機構などは省略されている。図４に
おいて、取付台５１には電源側端子５２及び負荷側端子５３が備えられており、遮断器本
体５４の内部には電源側及び負荷側に対応して主回路導体５５及び５６が設けられ、主回
路導体５５と５６の間には図示されていない開閉接点が接続されている。電源側と負荷側
のプラグイン接触子装置はほとんど左右対称に構成されているため、以下では電源側につ
いて説明する。
【０００４】
主回路導体５５には本体側接触子スタッド５７が取り付けられ、電源側端子５２には取付
台側スタッド５８が取り付けられている。本体側接触子スタッド５７と取付台側スタッド
５８は接圧ばね５９の作用によりブリッジ接触子６０と接触することによって接続されて
いる。遮断器本体５４を上方に移動させて取付台５１から取り外すと、ブリッジ接触子６
０は取付台側スタッド５８に保持されて取付台５１側に残る。
【０００５】
このプラグイン式の接触子装置は、本体側接触子スタッド５７と取付台側スタッド５８と
が接続されているときは、大きな電流を安全に通電できるように比較的大きな接触圧力で
接触する必要がある。このため、接圧ばね５９は作用力の大きいものが選定される必要が
あり、遮断器本体を取り外す際にはかなり大きな力で引き抜く必要がある。しかしながら
、取外し操作における遮断器本体の移動距離のうち、この接触圧力が作用するのは取外し
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操作初期のわずかの移動中だけである。
【０００６】
このようなプラグイン形回路遮断器の取外し操作を容易にする装置の従来の技術が実開昭
５４－１３１９５９号公報に開示されている。この従来の取外し装置は、遮断器本体の箱
体の表面に取っ手を取り付けてこの取っ手を持って引き出すことによって遮断器本体を取
り外す構成となっていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の取外し装置は、複数のプラグイン形回路遮断器が小さい間隔で取り付けられている
場合は取外しがやや容易になるという効果を奏していた。しかし、取外しに要する力は小
さくなるものではなく、プラグイン接触子装置の接触子が開離した瞬間にはそれまで加わ
っていた接触圧力が急になくなってしまうため、取外し作業者は注意して作業する必要が
あるという安全性の問題があった。
【０００８】
また、プラグイン形回路遮断器は、開閉接点が接触している状態で遮断器本体の取り外し
操作を行うと、プラグイン接触子装置の部分においてアークが発生して危険な場合がある
。このため、上記の従来の取外し装置は、開閉機構の操作ハンドルを開閉接点が開離する
ＯＦＦの位置まで移動させないと取り付けられない構造となっていた。しかし、きわめて
稀な現象であるが、開閉接点が溶着状態となった場合は、開閉機構の操作ハンドルをＯＦ
Ｆの位置に移動させても開閉接点は開離せず、電気回路は接続された状態が維持される。
従来の取外し装置は、開閉接点が溶着状態でも操作ハンドルをＯＦＦ位置に移動させれば
取り付けることが可能であった。したがって、電流が流れた状態でも遮断器本体の取り外
し操作が可能であったため危険であった。
【０００９】
本発明の主目的は、回路遮断器を小さな力で安全に取り外せる装置、なかでもプラグイン
形回路遮断器の遮断器本体を小さな力で安全に取り外せる装置を提供することにあり、他
の目的は正常に接触している状態のときはもちろんのこと溶着している状態にあっても取
り外しを行なうことができない装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の問題を解決するために、請求項１の発明は、プラグイン形回路遮断器の遮断器本体
を収納する箱体を取付台から取り外す装置であって、取付台に回転自在に設けられる取外
し操作ハンドルと、取外し操作ハンドルに設けられる遮断器本体の裏面と接触自在のプッ
シュ腕と、取外し操作ハンドルにリンク部材で連結される補助プレートと、補助プレート
を遮断器本体の取外し方向に案内する溝とを備え、取り外し操作ハンドルを一方向に回転
したとき、前記プッシュ腕が前記遮断器本体の裏面を押して取外し途中まで移動させ、続
いて逆方向に回転したとき、前記補助プレートがその補助プレートの端部と係合自在に前
記箱体に設けられた窪みの内面を押して前記遮断器本体をさらに取外し方向に移動させる
構造とする。
【００１１】
このような構成により、取外し操作ハンドルの回転中心に関して取外し操作ハンドルの力
点とプッシュ腕の作用点とのレバー比を大きくでき、その結果、プラグイン接触子装置の
接触圧力が作用する移動距離の小さい取外し操作当初はプッシュ腕を作用させることによ
って小さな力で遮断器本体を移動させることができる。その後の距離が大きい移動は補助
プレートによって行われるが、大きな取外し力は不要である。この取外し操作の前半と後
半とで、取外し操作ハンドルの回転方向は逆なので、取外し操作ハンドルの回転角度を小
さくし、取外し操作のためのスペースを小さくすることができる。
【００１２】
請求項２の発明は、上記の回路遮断器の取外し装置は、遮断器本体の取付け状態において
取外し操作ハンドルを取外し方向に回転させたとき、回転するインターロックレバーをさ
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らに備え、インターロックレバーの一端は遮断器の開閉接点の開閉に応じて変位する部材
と当接し、その変位する部材は遮断器本体の開閉接点が接触した状態においてインターロ
ックレバーの回転を阻止し、かつ、開閉接点が開離した状態ではその回転を可能とするも
のである構成とする。
【００１３】
このような構成により、開閉接点が正常に接触しているときはもちろんのこと溶着状態に
あるときでも、開閉接点の開閉に応じて変位する変位部材によってインターロックレバー
の回転が阻止されるため取外し操作ハンドルの回転も阻止され、取外し操作をすることが
できず、したがって、プラグイン接触子装置の部分においてアークが発生することが防止
される。
【００１４】
請求項３の発明は、請求項１の回路遮断器の取外し装置を電源側及び負荷側に対向して設
け、一方の取外し操作ハンドルを一方向に回転操作したとき他方の取外し操作ハンドルを
反対方向に回転付勢するリンク部材を備えることとしている。
【００１５】
このような構成により、より小さな力で安全に遮断器本体を取外すことが可能となる。
【００１６】
一方の側の回路遮断器の取外し装置がインターロックレバーをさらに備えても、もちろん
良い。請求項４の発明は、請求項１の回路遮断器の取外し装置を電源側及び負荷側に対向
して設け、一方の取外し操作ハンドルを一方向に回転操作したとき他方の取外し操作ハン
ドルを反対方向に回転付勢するリンク部材を備え、一方の側には、遮断器の取付け状態に
おいて、取外し操作ハンドルを取外し方向に回転させたとき回転するインターロックレバ
ーをさらに備え、そのインターロックレバーの一端は遮断器の開閉接点の開閉に応じて変
位する部材と当接し、その変位する部材は遮断器本体の開閉接点が接触した状態において
インターロックレバーの回転を阻止し、かつ、開閉接点が開離した状態ではその回転を可
能とするものとする。
【００１７】
上記の構成により、より小さな力で安全に遮断器本体を取外すことができることに加えて
、インターロックレバーを一方側に設けるだけで開閉接点が接触状態における取外し操作
を防止することが可能とり、取外し操作時にアークが発生するのを防止することができる
。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を、図１ないし図３に示される実施例について説明する。これらの図
において、プラグイン式接触子装置は従来の技術で説明したものと同様であり、本発明の
主要部分ではないので図示を省略する。
【００１９】
図１において、この実施例の取外し装置は、取付台１の電源側及び負荷側に対応して備え
られた略左右対称の一対の取外し装置からなる。特記する部分を除いて右側の電源側の取
外し装置について以下に説明する。
【００２０】
取付台１は絶縁成型物からなっており、その電源側の端部には取外し操作ハンドル２が回
転自在に設けられ、この取外し操作ハンドル２には、取っ手部分３とプッシュ腕４と第１
リンク腕５と第２リンク腕６とが形成される。この電源側の端部にはさらに、遮断器本体
７の取付け及び取外しの際の移動方向に形成されたガイド溝８及び９に沿って、それぞれ
スライド自在の補助プレート１０とインターロック操作プレート１１とが備えられる。
【００２１】
Ｌ字状に曲げられて形成された補助プレート１０は、その一方の腕がガイド溝８にはめ込
まれ、他方の腕が遮断器本体７の絶縁成型物からなる箱体１２に形成された窪み１３には
めこまれて、第２リンク１４を介して軸によって取外し操作ハンドル２の第２リンク腕６
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と連結されている。インターロック操作プレート１１は、図示されない復帰ばねによって
上方に付勢されており、その操作端１１ａを下方に押すことによって後述する一端１５ａ
を押してインターロックレバー１５を時計方向に回転させることができる。
【００２２】
一方、箱体１２に収納されている開閉接点１６及び１７のうち可動側の開閉接点１７は、
クロスバ１８によって回転自在に保持される可動接触子１９に取り付けられている。この
開閉接点１６と１７が接触した通電中に遮断器本体７を取付台１から取り外すようなこと
があれば、プラグイン式の接触子装置の接触子間でアークが発生し危険である。このため
、この実施例では取付台１にインターロックレバー１５を回転自在に設けており、その他
端１５ｂは箱体１２の裏面を貫通してクロスバ１８に形成されたインターロック穴１８ａ
と係合自在に対向している。
【００２３】
このインターロックレバー１５は図示されない復帰ばねによって反時計方向に付勢されて
いるが、図１に点線で示されているように開閉接点が開離しているときはインターロック
レバーの他端１５ｂがインターロック穴１８ａと対向しており、時計方向に回転付勢され
たとき、他端１５ｂがインターロック穴１８ａの中に入り込んでインターロックレバー１
５が回転する。しかし、鎖線で示されているように開閉接点が接触しているときはクロス
バーのインターロック穴１８ａがインターロックレバーの他端１５ｂと対向していないた
め、時計方向に回転付勢されてもインターロックレバー１５が回転することはできない。
【００２４】
なお、本実施例では、開閉接点が接触しているときと開離しているときではクロスバのイ
ンターロック穴１８ａの位置が変位することによって、インターロックレバー１５の回転
を阻止したり可能にしたりしているが、このインターロック穴１８ａでなくても開閉接点
の接触状態と開離状態において位置が変位するような他の構成部品によってインターロッ
クレバー１５の回転を制御してもよい。例えば、接点が接触しているとき可動接触子１９
の下面にインターロックレバーの他端１５ｂが接触するようにしてその回転を阻止し、開
離したとき回転を可能にするようにしてもよい。このように、開閉接点が接触していると
きはインターロックレバー１５が回転しないようにすれば、開閉接点が接触している状態
では後述するような遮断器本体の取り外し操作をできないようにすることができる。
【００２５】
次に、この実施例の取外し装置を使用した遮断器本体７の取外し操作について説明する。
図１において、先ず遮断器本体７の開閉操作ハンドル２０が鎖線のごとくＯＮ位置にある
ときはＯＦＦ位置まで反時計方向に回転させて開閉接点を開離することによって流れてい
る電流を遮断する。次に、取外し操作ハンドル２の取っ手部分３の窪みにはまり込んでこ
の取外し操作ハンドル２の回転を阻止している操作端１１ａを下方に押してインターロッ
ク操作プレートを下方にスライドさせると、インターロックレバー１５が時計方向に回転
するとともに、取外し操作ハンドル２は時計方向に回転可能な状態となる。このとき、開
閉接点が開離していない場合はインターロックレバー１５が回転できず、その結果、イン
ターロック操作プレート１１を下方に移動できないため、取外し操作ハンドル２も回転さ
せることができない。このため、以下の取り外し操作もできない。
【００２６】
次に、取外し操作ハンドル２を時計方向に回転させると、プッシュ腕４が箱体１２の裏面
を押し上げて、図示はしていないが、プラグイン式接触子装置の本体側接触子スタッドが
ブリッジ接触子から開離し、接触圧力が作用しなくなる位置まで遮断器本体７を上方に移
動させる。このとき補助プレート１０も第２リンク１４を介して上方に移動し図２の状態
となる。この状態から、箱体１２を持ってわずかに取り外し方向に移動させた後、取外し
操作ハンドル２を反時計方向に回転すれば、補助プレート１０の他方の腕の上面で窪み１
３の上部内面を押して遮断器本体７をさらに上方に移動させて図３のような状態となり遮
断器本体７を簡単に取り外せることができるようになる。このとき、取外し操作ハンドル
２の取っ手部分３は操作端１１ａの傾斜部を押してインターロック操作プレート１１を自
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動的に下方へ押し下げ、操作端１１ａが取っ手部の窪みにはまり込むと取外し操作ハンド
ル２は回転できない図３の状態となる。
【００２７】
この取外しの操作は、電源側の取外し操作ハンドル２を時計方向に回転すると同時に負荷
側の取外し操作ハンドル２１を反時計方向に回転させて行う。取外し操作ハンドル２１の
取外し腕と第１リンク腕とを兼ねる腕２２と取外し操作ハンドル２の第１リンク腕５との
間にはリンク２３が設けられており、いずれの取外し操作ハンドルを操作しても遮断器本
体７は取り外される方向に付勢される。
【００２８】
なお、この実施例では、インターロック操作プレート１１やインターロックレバー１５は
電源側の取外し操作ハンドル２に対応して設けられているが、開閉接点が接触した状態で
負荷側の取外し操作ハンドル２１だけが反時計方向に回転付勢されても、リンク２３を介
して回転不可能状態にある取外し操作ハンドル２によって取外し操作ハンドル２１の回転
が阻止され、取り外し操作をまったく行うことができない。
【００２９】
この実施例によれば、取外し操作ハンドル２の回転中心から操作力が加わる取っ手部分３
までの寸法とプッシュ腕４が箱体１２に作用する作用点までの寸法との比が大きいため、
取っ手部分３における操作力が小さくても箱体１２には大きな力が作用し接触圧力の大き
いプラグイン式接触子装置を容易に開離させることができ、開離した後も補助プレート１
０の動作によりさらに手前に引き出すことができる。このため、複数の回路遮断器が小さ
い隙間で取り付けられているときでも容易に遮断器本体７を取り外すことができる。
【００３０】
上記に本発明の実施の形態について説明したが、上記に開示した実施の形態はあくまで例
示であって、本発明の範囲はこれら実施の形態に限定されるものではない。本発明の範囲
は、特許請求の範囲の記載によって示され、さらに特許請求の範囲の記載と均等の意味お
よび範囲内でのすべての変更を含むことが意図されている。
【００３１】
【発明の効果】
本発明は、以上説明した形態で実施され、プラグイン形回路遮断器を小さい力で安全に取
付台から取り外すことができるという作用を小スペースで実現でき、かつ開閉接点が接触
した状態や溶着した状態で取り外しが行われることがないので、アークが発生せず安全で
あるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例による回路遮断器の取外し装置を取り付けたプラグイン形回路遮
断器の遮断器本体が取付台に取り付けられた状態を示す側面図である。
【図２】図１の遮断器本体の取外し操作初期の状態を示す図である。
【図３】図１の遮断器本体の取外し操作後半の状態を示す図である。
【図４】プラグイン形回路遮断器のプラグイン式接触子装置を説明する側面図である。
【符号の説明】
１　取付台
２　取外し操作ハンドル
３　取っ手部分
４　プッシュ腕
５　第１リンク腕
６　第２リンク腕
７　遮断器本体
８、９　ガイド溝
１０　補助プレート
１１　インターロック操作プレート、　１１ａ　操作端
１２　箱体
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１３　窪み
１４　第２リンク
１５　インターロックレバー　（１５ａ　一端、１５ｂ　他端）
１６、１７　開閉接点
１８　クロスバ（１８ａ　インターロック穴）
１９　可動接触子
２０　開閉操作ハンドル
２１　取外し操作ハンドル
２２　腕
２３　リンク

【図１】 【図２】
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